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豊
臣
秀
頼
発
給
文
書
の
研
究
（
２
）

福　
　

田　
　

千　
　

鶴

　

本
稿
で
は
前
号
（
『
九
州
産
業
大
学
国
際
文
化
学
部
紀
要
』
55
号
、

二
〇
一
三
年
九
月
）
に
引
き
続
き
、
豊
臣
秀
頼
発
給
文
書
に
つ
い
て
、
古

文
書
学
的
な
分
析
を
基
本
と
し
つ
つ
、
秀
頼
発
給
文
書
の
保
管
や
文
書
認

識
の
有
り
方
な
ど
に
つ
い
て
の
史
料
学
的
分
析
を
加
え
、
慶
長
期
に
お
け

る
豊
臣
秀
頼
の
政
治
的
立
場
に
つ
い
て
の
見
直
し
を
図
っ
て
い
く
。

３
． 

公
益
財
団
法
人
防
府
毛
利
報
公
会
・
毛
利
博
物
館
所
蔵
毛
利
家

文
書

毛
利
博
物
館
所
蔵
毛
利
家
文
書
に
伝
来
す
る
豊
臣
秀
頼
発
給
文
書
に
つ

い
て
は
、『
毛
利
家
文
書
』
三

（
１
）

に
所
収
さ
れ
た
文
書
五
通
と
こ
れ
に
漏
れ

た
文
書
四
通
の
計
九
通
が
伝
来
し
て
い
る
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
に
分
け
て

史
料
釈
文
と
解
説
を
付
す
こ
と
に
す
る
。

３―

１　

〔
史
料
釈
文
〕（
各
番
号
は
『
毛
利
家
文
書
』
三
に
よ
る
）

一
〇
〇
九　

正
月
七
日
付
豊
臣
秀
頼
黒
印
内
書

為
改
年
之
祝
儀

太
刀
一
腰
馬
代

鳥
目
千
疋
送
給

欣
悦
之
至
候
猶

片
桐
市
正
可
申
候

恐
々
謹
言　

　
　
　

正
月
七
日
（
黒
印
）

　
　
　
　
　

毛
利
宗
瑞
老

一
〇
一
〇　

五
月
一
日
付
豊
臣
秀
頼
黒
印
内
書

為
端
午
祝
詞

帷
子
二
内
単
物

到
来
遠
境
別
而

御
懇
情
之
至
令

欣
悦
候
猶
片
桐
市
正

可
申
候
謹
言

　
　
　

五
月
朔
日
（
黒
印
）

　
　
　
　
　

宗
瑞
老

一
〇
一
一　

九
月
五
日
付
豊
臣
秀
頼
黒
印
内
書
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為
重
陽
之
祝

儀
呉
服
壱
重

送
給
懇
志
之
段

令
祝
着
候
猶

片
桐
主
膳
正
可

申
候
恐
々
謹
言

　
　
　

九
月
五
日
（
黒
印
）　

　
　
　
　
　
　

毛
利
宗
瑞
老

一
〇
一
二　

十
二
月
二
十
七
日
付
豊
臣
秀
頼
黒
印
内
書

為
歳
暮
之
祝

儀
呉
服
二
到
来

令
祝
着
候
猶
片
桐

市
正
可
申
候
恐
々
謹
言

　
　
　

十
二
月
廿
七
日
（
黒
印
）

　
　
　
　
　

 

毛
利
宗
瑞
老

一
〇
一
三　

八
月
八
日
付
豊
臣
秀
頼
黒
印
内
書

為
音
信
両
種
樽

拾
到
来
遠
境
懇

情
之
段
別
而
欣

悦
候
猶
片
桐
主
膳
正

可
申
候
謹
言

　

八
月
八
日
（
黒
印
）

　
　
　
　

毛
利
宗
瑞
老

〔
解
説
〕

こ
の
豊
臣
秀
頼
黒
印
内
書
五
通
は
、
い
ず
れ
も
『
毛
利
家
文
書
』
三
に

収
録
さ
れ
て
い
る
。
各
文
書
は
巻
子
に
仕
立
て
ら
れ
て
お
り
、
軸
に
は
黒

檀
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
毛
利
家
で
も
っ
と
も
大
切
な
重
書
の
扱
い
を
う

け
た
文
書
群
は
、
水
晶
の
軸
を
用
い
た
巻
子
仕
立
て
で
あ
り
、
黒
檀
の
軸

は
そ
れ
に
次
ぐ
重
書
と
い
う
。
寛
延
四
年
（
一
七
五
一
）
作
成
の
文
書
目

録
に
記
載
が
あ
る
の
で
、
同
年
ま
で
に
は
軸
装
さ
れ
て
現
在
の
形
に
な
っ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

（
２
）

。

巻
子
外
題
は
、「
秀
次
公
御
朱
印
御
内
書
秀
頼
公
御
状
」
と
題
箋
に

墨
書
さ
れ
て
お
り
、
豊
臣
秀
次
朱
印
状
十
四
通
（
『
毛
利
家
文
書
』
三

―

九
九
五
〜
一
〇
〇
八
）
と
豊
臣
秀
頼
黒
印
状
五
通
（
『
同
』
三―

一
〇
〇
九
〜
一
〇
一
三
）
の
計
十
九
通
が
一
軸
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

毛
利
家
で
は
豊
臣
秀
次
が
発
給
し
た
文
書
は
内
書
（
「
御
内
書
」
）、
豊
臣

秀
頼
が
発
給
し
た
文
書
は
書
状
（
「
御
状
」
）
と
す
る
文
書
認
識
の
も
と

に
管
理
し
て
お
り
、
両
者
の
格
付
け
に
は
明
ら
か
な
差
異
が
み
ら
れ
る
。

な
お
、
こ
う
し
た
毛
利
家
の
文
書
認
識
が
あ
る
こ
と
を
認
め
た
う
え
で
、

筆
者
は
古
文
書
学
的
観
点
か
ら
秀
頼
発
給
黒
印
状
を
内
書
と
み
な
す
立
場

に
あ
る
た
め
、
以
下
で
も
書
状
で
は
な
く
内
書
を
用
い
る
。
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豊
臣
秀
次
発
給
朱
印
内
書
は
、
折
紙
形
式
、「
羽
柴
安
芸
宰
相
」
宛
、

「
也
」
止
め
、
殿
Ⅰ
、
宛
所
の
高
さ
は
月
の
字
の
書
き
始
め
の
高
さ
ｃ
か

ら
日
付
の
書
き
始
め
の
高
さ
ｅ
ま
で
で
あ
る
。
一
通
の
み
、「
長
門
国
中

　

羽
柴
安
芸
宰
相
」
宛
の
竪
紙
文
書
が
あ
り
、
宛
所
の
高
さ
が
日
の
字
の

書
き
始
め
の
高
さ
ｇ
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
名
護
屋
参
陣
を
命
じ
る

下
知
状
の
類
な
の
で
、
そ
の
他
の
朱
印
状
と
同
類
と
に
は
論
じ
ら
れ
な

い
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
を
除
外
し
て
考
察
す
る
。

豊
臣
秀
次
は
天
正
十
九
年
（
一
五
九
一
）
十
二
月
二
十
八
日
に
関
白
に

任
官
し
、
文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）
七
月
に
秀
吉
か
ら
高
野
山
に
追
放
さ

れ
、
自
害
す
る
の
で
、
朱
印
状
は
ほ
ぼ
そ
の
間
の
発
給
と
な
る
。
関
白
就

任
前
の
秀
次
は
通
常
は
書
判
状
を
用
い
、
知
行
宛
行
状
の
一
部
に
黒
印
を

用
い
て
い
た
が
、
関
白
就
任
後
は
ご
く
一
部
に
書
判
状
が
み
ら
れ
る
が
、

黒
印
状
は
一
切
発
給
し
な
く
な
っ
た

（
３
）

。
こ
れ
は
天
下
人
豊
臣
秀
吉
の
書
札

礼
を
受
け
継
い
だ
た
め
で

（
４
）

、
い
ず
れ
も
「
豊
臣
秀
次
」
の
印
文
を
も
つ
朱

印
を
用
い
た
。
た
だ
し
、
秀
次
は
関
白
に
就
任
す
る
直
前
か
ら
朱
印
を
使

い
始
め
た
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る

（
５
）

。

『
日
葡
辞
書

（
６
）

』
に
よ
れ
ば
、「
シ
ュ
イ
ン
（
朱
印
）
」
は
、「
朱
で
押
す
判
」

の
こ
と
だ
が
、「
現
今
で
は
、
天
下
（T

en
ca

）
の
君
の
令
書
と
か
允
許

状
と
か
の
意
。
た
だ
し
、G

o

（
御
）
を
付
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
意
味
に

は
な
ら
な
い
。
例
、G

ox
u
in
.

（
御
朱
印
）
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
豊
臣

期
の
朱
印
状
は
天
下
人
の
書
札
礼
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、

関
白
や
将
軍
の
役
職
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
秀
次
が
関
白
就

任
前
か
ら
朱
印
を
使
用
し
始
め
た
の
は
そ
の
証
左
で
あ
り
、
こ
れ
は
秀
吉

か
ら
天
下
人
の
権
限
を
分
譲
さ
れ
た
こ
と
に
ち
な
む
も
の
と
考
え
ら
れ
よ

う
。宛

所
の
「
羽
柴
安
芸
宰
相
」
は
毛
利
輝
元
の
こ
と
で
、
天
文
二
十
二
年

（
一
五
五
三
）
に
生
ま
れ
、
元
亀
二
年
（
一
五
七
一
）
に
祖
父
元
就
の
遺

領
を
継
ぎ
、
同
三
年
右
衛
門
督
、
天
正
二
年
（
一
五
七
四
）
よ
り
右
馬
頭

を
称
し
た
。
天
正
十
二
年
に
羽
柴
秀
吉
の
中
国
攻
め
で
降
り
、
本
拠
地
安

芸
を
含
む
八
か
国
余
の
領
有
を
認
め
ら
れ
た
。
天
正
十
六
年
に
上
洛
し
、

豊
臣
姓
羽
柴
名
字
を
与
え
ら
れ
、
従
四
位
下
・
侍
従
に
叙
任
さ
れ
、
続
い

て
参
議
に
任
じ
ら
れ
た
。
文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）
正
月
に
従
三
位
・
中

納
言
に
昇
進
し
、
清
華
家
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
大
老
に
列
し
た
。
し
た

が
っ
て
、「
羽
柴
安
芸
宰
相
」
を
宛
所
と
す
る
秀
次
朱
印
状
は
、
文
禄
四

年
正
月
ま
で
の
発
給
と
さ
ら
に
限
定
さ
れ
る
。

一
方
、
豊
臣
秀
頼
発
給
の
黒
印
内
書
は
、
折
紙
形
式
、
書
止
文
言
は

「
恐
々
謹
言
」
が
三
通
、「
謹
言
」
が
二
通
、
宛
所
は
「
毛
利
宗
瑞
老
」「
宗

瑞
老
」
と
「
老
」
の
敬
称
を
用
い
て
お
り
、
宛
所
の
高
さ
は
月
の
字
の
書

き
始
め
の
高
さ
ｃ
か
ら
日
付
の
書
き
始
め
の
高
さ
ｇ
ま
で
で
あ
る
。
秀
次

発
給
文
書
と
比
較
す
る
と
、
毛
利
家
の
文
書
認
識
に
み
え
る
内
書
と
書
状

の
差
異
は
、
朱
印
・
黒
印
の
違
い
、
も
し
く
は
書
止
文
言
の
違
い
に
あ
る

よ
う
に
み
え
る
が
、
い
ず
れ
と
も
判
定
し
が
た
い
。
そ
の
理
由
は
、
慶
長

期
に
徳
川
家
康
や
徳
川
秀
忠
が
、
差
出
は
黒
印
・
書
判
（
花
押
）、
書
止

文
言
は
書
状
形
式
の
「
恐
々
謹
言
」
や
「
謹
言
」
を
用
い
て
い
る
に
も
か
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か
わ
ら
ず
、
毛
利
家
で
は
内
書
と
し
て
扱
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
逆
に

言
え
ば
、
毛
利
家
で
は
、
黒
印
や
「
恐
々
謹
言
」「
謹
言
」
な
ど
の
書
止

文
言
の
有
無
に
よ
っ
て
、
内
書
と
書
状
と
区
別
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に

な
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
家
康
・
秀
忠
が
発
給
し
た
文
書
の
古
文
書
学

的
特
徴
を
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

初
め
に
、「
壱　

家
康
公
ヨ
リ
輝
元
江
御
書
御
内
書
等
八
通
」（
第
一
長

持
五
二
〜
五
九
号
、
番
号
は
『
毛
利
家
歴
史
資
料
目
録
』
に
よ
る
。
以
下
、

同
じ
）
の
外
題
を
も
つ
巻
子
に
所
収
さ
れ
た
文
書
の
う
ち
、
家
康
の
「
御

書
」
に
相
当
す
る
の
は
次
の
文
書
一
通
と
考
え
ら
れ
る
。

五
二　

三
月
二
十
二
日
付
徳
川
家
康
書
判
書
状

昨
日
者
以
使
者

申
入
候
処
為
御

礼
御
使
札
御
隔
心

之
至
候
猶
期
後
音
之

時
候
条
令
省
略
候

恐
々
謹
言

三
月
廿
二
日
家
康
（
書
判
）

　
　
　

安
芸
中
納
言
殿

　

年
次
は
不
詳
だ
が
、
輝
元
が
中
納
言
と
な
る
文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）

正
月
以
降
、
関
ヶ
原
合
戦
で
敗
北
し
た
輝
元
が
宗
瑞
幻
庵
を
名
乗
り
始
め

る
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
十
月
ま
で
の
間
の
発
給
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

料
紙
は
切
紙
だ
が
、
書
止
文
言
は
「
恐
々
謹
言
」、
宛
所
は
ひ
と
つ
が
け

の
殿
（
図
３
）、
宛
所
の
高
さ
は
月
の
字
の
書
き
始
め
の
高
さ
ｃ
で
あ
る
。

関
ヶ
原
合
戦
で
勝
利
し
て
天
下
人
と
な
る
以
前
の
家
康
が
、
輝
元
に
対
し

て
厚
礼
の
書
判
状
を
用
い
て
い
た
点
が
確
認
で
き
る
。

続
い
て
、
内
書
に
相
当
す
る
文
書
七
通
は
三
季
（
端
午
・
重
陽
・
歳
暮
）

内
書
で
あ
り
、
端
午
三
通
、
重
陽
一
通
、
歳
暮
三
通
と
な
っ
て
い
る
。
一

例
と
し
て
、
五
三
号
文
書
を
示
し
て
お
く
。

五
三　

五
月
五
日
付
徳
川
家
康
黒
印
内
書

為
端
午
之

祝
義
帷
子
五

之
内
単
物
三
到

来
喜
悦
候
也

　
　
　

五
月
五
日
（
黒
印
）

　
　
　
　
　

宗
瑞

い
ず
れ
も
宛
所
は
宗
瑞
な
の
で
、
関
ヶ
原
合
戦
後
に
発
給
さ
れ
た
文
書

で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
書
判
状
か
ら
印
判
状
へ
と
変
化
し
た
点
が
大
き
い

が
、
関
白
の
豊
臣
秀
吉
・
秀
次
の
用
い
た
朱
印
で
は
な
く
黒
印
を
用
い
た

点
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
書
止
文
言
は
「
也
」
止
め
、
敬
称
は
な
し
、

宛
所
の
高
さ
は
月
の
字
の
書
き
始
め
の
高
さ
ｃ
が
一
通
、
月
の
字
の
中
間
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の
高
さ
ｄ
が
一
通
、
日
付
の
書
き
始
め
の
高
さ
ｅ
が
五
通
で
あ
る
。
と
く

に
、
い
ず
れ
の
内
書
に
も
奉
者
の
名
が
書
か
れ
て
い
な
い
。
家
康
は
輝
元

に
対
し
て
、
添
状
を
伴
わ
な
い
内
書
を
発
給
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
か

な
り
薄
礼
の
書
札
礼
を
用
い
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
な
ぜ
天
下
人
と
な
っ
た
家
康
が
朱

印
を
用
い
ず
、
黒
印
を
用
い
た
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
四
代
将
軍
家

綱
以
降
に
将
軍
が
発
給
し
た
内
書
は
、
三
位
以
上
に
は
書
判
、
国
持
大
名

以
下
に
は
黒
印
で
発
給
さ
れ
て
お
り
、
内
書
系
列
の
文
書
を
朱
印
で
発
給

す
る
こ
と
は
な
か
っ
た

（
７
）

。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
領
知
宛
行
状
に
お
い

て
は
基
本
的
に
、
十
万
石
以
上
は
書
判
、
十
万
石
未
満
一
万
石
以
上
は
朱

印
、
一
万
石
未
満
は
黒
印
で
発
給
さ
れ
た

（
８
）

。
し
た
が
っ
て
、
判
の
区
別
で

は
、
書
判
↓
朱
印
↓
黒
印
の
順
で
厚
礼
か
ら
薄
礼
へ
と
書
札
礼
が
整
え
ら

れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
書
札
礼
を
踏
ま
え
れ
ば
、
家
康
の
内
書
が
黒
印

状
で
発
給
さ
れ
た
こ
と
は
、
右
の
三
段
階
の
う
ち
も
っ
と
も
薄
礼
の
書
札

礼
が
用
い
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
家
康
は
黒
印
状
し
か

発
給
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
黒
印
状
を
あ
え
て
発
給
す
る
こ
と

で
、
新
た
な
天
下
人
と
な
っ
た
自
己
の
地
位
を
引
き
上
げ
る
意
図
が
あ
っ

た
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
ま
で
の
通
説
で
は
、
豊
臣
秀
吉
は
関
白
就
任
を
機
に
書
判
状
か
ら

朱
印
状
へ
と
書
札
礼
を
変
え
、
関
白
職
を
秀
吉
か
ら
譲
ら
れ
た
秀
次
も
書

判
状
か
ら
朱
印
状
へ
と
書
札
礼
を
改
め
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
の

た
め
森
田
恭
二
氏
は
、「
秀
頼
も
ま
た
、
関
白
と
な
っ
た
暁
に
は
、
朱
印

状
を
発
給
し
た
で
あ
ろ
う
」
が
、「
関
白
に
未
だ
な
れ
な
か
っ
た
秀
頼
は
、

あ
く
ま
で
も
秀
吉
の
後
継
候
補
と
し
て
黒
印
状
を
出
し
」
た
の
で
あ
り
、

「
黒
印
状
は
基
本
的
に
は
、
私
的
書
状
で
あ
っ
た
」
と
い
う
見
解
を
示
さ

れ
た

（
９
）

。
こ
の
考
え
の
根
底
に
は
、
秀
頼
は
「
朱
印
状
を
発
給
で
き
ず
、
黒

印
状
し
か
発
給
で
き
な
か
っ
た
」
と
い
う
明
快
な
構
図
が
あ
る
。

た
だ
し
、
そ
れ
で
は
、
天
下
人
と
な
っ
た
家
康
で
す
ら
「
朱
印
状
を
発

給
で
き
ず
、
黒
印
状
し
か
発
給
で
き
な
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

そ
の
理
由
も
家
康
が
関
白
に
な
れ
な
か
っ
た
か
ら
、
と
い
う
こ
と
に
な
る

の
だ
ろ
う
か
。
関
白
に
就
任
し
て
い
な
い
織
田
信
長
が
朱
印
状
を
用
い
た

こ
と
は
周
知
の
こ
と
が
ら
で
あ
る
か
ら
、
朱
印
状
の
発
給
権
は
関
白
の
権

限
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、
天
下
人
の
権
限
に
求
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
な
お
す
と
、
慶
長
期
に
秀
頼
が
黒
印
状
を
発
給
し

た
意
義
を
森
田
氏
が
示
さ
れ
た
よ
う
な
構
図
に
押
し
込
め
て
よ
い
の
か
、

と
い
う
疑
問
が
生
じ
て
く
る
。

　

し
か
も
、
徳
川
秀
忠
が
発
給
し
た
内
書
を
位
置
づ
け
る
と
、
さ
ら
に
問

題
は
複
雑
化
す
る
。
秀
忠
が
輝
元
に
発
給
し
た
内
書
は
、
秀
頼
よ
り
厚
礼

の
書
札
礼
を
用
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
弐　

秀
忠
公
ヨ
リ
宗
瑞
江
御

内
書
十
七
通
」（
第
一
長
持
七
八
号
〜
九
四
号
）
の
外
題
を
も
つ
巻
子
に
収

め
ら
れ
た
文
書
は
、
宛
所
は
「
幻
庵
」
宛
な
の
で
、
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）

十
月
以
降
の
発
給
文
書
と
な
る
。
秀
忠
は
慶
長
六
年
三
月
二
十
七
日
に
大

納
言
に
任
じ
ら
れ
た
。
こ
の
時
点
で
官
位
に
つ
い
て
は
中
納
言
の
輝
元
を

超
え
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
後
も
秀
忠
は
輝
元
に
対
し
て
厚
礼
の
書
札
礼
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で
内
書
を
発
給
し
続
け
て
い
た
。
宛
所
は
「
幻
庵
」
と
の
み
あ
り
、
敬
称

は
な
く
、
宛
所
の
高
さ
は
月
の
中
間
の
高
さ
ｄ
か
ら
日
付
の
書
き
始
め
の

高
さ
ｅ
な
の
で
、
宛
所
の
高
さ
に
関
し
て
は
若
干
薄
礼
化
が
進
ん
で
い
る

が
、
書
止
文
言
は
い
ず
れ
も
「
謹
言
」
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
特
徴
に
加
え
、
秀
忠
発
給
文
書
の
最
大
の
特
徴
は
、
書
判

で
発
給
さ
れ
た
文
書
が
多
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
十
七
通
の
う
ち
、
黒
印

状
は
八
通
、
書
判
状
は
九
通
で
あ
り
、
書
判
状
の
方
が
多
い
。
古
文
書
学

的
な
通
説
か
ら
い
え
ば
、
黒
印
状
よ
り
書
判
状
の
方
が
受
給
者
に
対
す
る

厚
礼
の
書
札
礼
を
用
い
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
秀
頼
発
給
文
書
の
残

存
率
が
少
な
い
た
め
、
秀
頼
が
輝
元
に
対
し
て
書
判
状
を
発
給
し
な
か
っ

た
と
断
定
す
る
十
分
な
証
拠
を
提
示
し
え
な
い
が
、
後
述
す
る
よ
う
に

「
恐
々
謹
言
」
の
書
止
文
言
を
用
い
た
秀
頼
内
書
が
黒
印
状
で
発
給
さ
れ

て
い
る
点
か
ら
す
れ
ば
、
秀
頼
は
黒
印
状
し
か
発
給
し
な
か
っ
た
可
能
性

が
高
い
。
こ
の
前
提
に
立
て
ば
、
判
に
関
し
て
は
、
秀
忠
の
方
が
秀
頼
よ

り
も
厚
礼
の
書
札
礼
を
用
い
て
輝
元
に
接
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

続
い
て
「
三　

秀
忠
公
ヨ
リ
宗
瑞
江
御
内
書
十
八
通
」（
第
一
長
持
六
〇

号
〜
七
七
号
）
の
外
題
を
も
つ
巻
子
に
収
め
ら
れ
た
文
書
は
、
い
ず
れ
も

宗
瑞
幻
庵
に
宛
て
た
も
の
な
の
で
、
や
は
り
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
十

月
以
降
の
発
給
と
な
る
が
、
書
止
文
言
は
「
恐
々
謹
言
」
が
一
通
、「
謹
言
」

が
十
七
通
で
あ
る
。
宛
所
は
「
幻
庵
」「
宗
瑞
」
の
み
で
、
敬
称
は
用
い

て
い
な
い
が
、
十
七
通
が
書
判
状
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
も
っ
と
も
厚
礼

の
「
恐
々
謹
言
」
を
用
い
た
六
七
号
文
書
を
次
に
示
し
て
お
く
。

六
七　

九
月
六
日
付
徳
川
秀
忠
書
判
内
書

為
重
陽
佳
義

小
袖
二
被
相
贈
之

歓
悦
此
事
候

猶
土
井
大
炊
助

可
述
候
恐
々
謹
言

　
　
　

九
月
六
日
秀
忠
（
書
判
）

　
　

 　
　

幻
庵

　

奉
者
の
土
井
利
勝
の
官
途
が
大
炊
助
な
の
で
、
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）

六
月
ま
で
の
発
給
と
な
る
。
秀
頼
の
輝
元
宛
の
書
札
礼
が
「
恐
々
謹
言
＋

黒
印
」
で
あ
っ
た
の
に
比
し
て
、
秀
忠
の
輝
元
宛
の
書
札
礼
が
「
恐
々
謹

言
＋
書
判
」
で
あ
っ
た
と
い
う
点
か
ら
は
、
秀
頼
よ
り
秀
忠
の
方
が
厚
礼

の
書
札
礼
を
用
い
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

　

最
後
に
「
四　

秀
忠
公
家
光
公
ヨ
リ
宗
瑞
江
御
内
書
八
通
」（
第
一
長

持
九
五
号
〜
一
〇
二
号
文
書
）
の
外
題
を
も
つ
巻
子
に
収
め
ら
れ
た
文
書

八
通
は
、
秀
忠
五
通
、
家
光
三
通
で
あ
る
が
、
秀
忠
は
「
謹
言
」
を
用
い

た
書
判
状
、
家
光
は
「
恐
々
謹
言
」
を
用
い
た
書
判
状
と
な
っ
て
お
り
、

黒
印
状
は
一
通
も
存
在
し
な
い
。

以
上
の
三
点
の
巻
子
は
表
装
に
木
軸
を
用
い
て
い
る
。
こ
れ
は
近
代
に

な
っ
て
か
ら
軸
装
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
の
で
、「
也
」
止
め
で
な

く
、
朱
印
・
黒
印
で
も
な
い
書
状
形
式
の
文
書
を
「
御
内
書
」
と
名
称
付
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与
し
た
の
は
近
代
に
な
っ
て
か
ら
の
文
書
認
識
で
あ
る
点
に
注
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
秀
忠
が
発
給
し
た
毛
利
輝
元
（
宗
瑞
幻
庵
）
宛
て
の

贈
答
儀
礼
へ
の
返
礼
状
が
、
家
綱
期
以
降
に
将
軍
が
発
給
し
た
内
書
の
要

件
と
な
る
「
也
」
止
め
で
発
給
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
点
は
、
動
か
し
難

い
事
実
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

元
和
二
年
（
一
六
一
六
）
に
家
康
が
死
去
し
、
将
軍
秀
忠
は
名
実
と
も

に
天
下
人
に
な
っ
た
が
、
そ
の
後
も
輝
元
に
対
し
て
は
厚
礼
の
書
札
礼
を

用
い
続
け
た
。

一
〇
五
八
（
『
毛
利
家
文
書
』
三
）

為
今
度
上
洛
見
廻
、
被
差
越
息
日
向
守
、
殊
太
刀
一
腰
、
馬
代
銀
子

百
枚
、
幷
襴
継
十
巻
被
相
送
之
、
珍
重
候
、
次
所
労
油
断
可
有
養
性

事
、
肝
要
候
、
委
曲
土
井
大
炊
助
可
申
候
、
謹
言
、

　
　
　

七
月
十
九
日　

秀
忠
（
書
判
）

　
　
　
　
　

幻
庵

こ
れ
は
『
毛
利
家
文
書
』
三
で
は
元
和
三
年
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
文

中
の
「
息
日
向
守
」
と
は
輝
元
の
次
男
就
隆
の
こ
と
で
あ
り
、
元
和
三
年

（
一
六
一
七
）
六
月
に
病
気
の
父
に
か
わ
っ
て
上
洛
し
、
秀
忠
に
供
奉
し

た
際
の
も
の
と
み
な
す
た
め
で
あ
る
。
た
だ
し
、
就
隆
が
日
向
守
に
任
官

す
る
の
は
元
和
八
年
十
二
月
二
十
八
日
な
の
で
、
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は

な
い
。
輝
元
は
寛
永
二
年
（
一
六
二
五
）
四
月
二
十
七
日
に
萩
で
没
す
る

こ
と
や
、
奉
者
の
土
井
利
勝
が
大
炊
助
を
名
乗
る
の
が
元
和
九
年
六
月
ま

で
な
の
で
、
こ
の
間
に
秀
忠
が
上
洛
す
る
の
は
元
和
三
年
、
同
五
年
、
同

九
年
の
三
回
と
な
る
。
し
か
し
、
同
五
年
の
上
洛
に
は
輝
元
も
上
洛
し
た

の
で
該
当
し
な
い
。
同
九
年
の
上
洛
時
は
六
月
八
日
に
秀
忠
が
京
都
に
到

着
し
て
い
る
が
、
右
の
文
書
が
発
給
さ
れ
た
七
月
段
階
で
は
土
井
利
勝
の

官
途
は
大
炊
頭
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
も
該
当
し
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
該
当
す
る
の
は
元
和
三
年
だ
け
と
な
る
。
そ
こ
で
、
日
向
守
の
名
乗

り
は
通
称
で
あ
り
、
元
和
八
年
に
正
式
に
従
五
位
下
・
日
向
守
に
叙
任
さ

れ
た
と
考
え
、
本
稿
で
も
一
〇
五
八
号
文
書
を
元
和
三
年
の
発
給
と
し
て

お
く
。

右
を
元
和
三
年
発
給
と
確
定
し
た
こ
と
に
よ
り
、
秀
忠
が
天
下
人
と

な
っ
た
の
ち
も
輝
元
に
対
し
て
書
判
＋
謹
言
と
い
う
厚
礼
の
書
札
礼
を
用

い
て
い
た
こ
と
も
確
定
す
る
。『
毛
利
家
文
書
』
三
の
所
収
文
書
を
一
覧

す
る
と
、
秀
忠
発
給
内
書
十
九
通
（
一
〇
五
五
号
〜
一
〇
七
三
号
）
の
う

ち
、
書
判
状
は
十
四
通
、
黒
印
状
は
五
通
で
あ
る
が
、
書
判
状
・
黒
印
状

に
か
か
わ
ら
ず
、
い
ず
れ
も
書
止
文
言
は
「
謹
言
」
を
用
い
て
い
る
。
黒

印
状
の
奉
者
は
「
土
井
大
炊
助
」
が
二
通
、「
土
井
大
炊
頭
」
が
三
通
な

の
で
、
黒
印
状
は
元
和
九
年
六
月
以
前
に
発
給
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
に

し
て
も
、
黒
印
状
が
全
体
に
占
め
る
割
合
は
二
割
程
度
で
あ
り
、
八
割
は

書
判
状
で
発
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
慶
長
十
九
年
ま
で

の
発
給
に
限
定
さ
れ
る
大
久
保
相
模
守
（
忠
隣
）
を
奉
者
と
す
る
内
書
四

通
、
元
和
二
年
ま
で
の
発
給
に
限
定
さ
れ
る
本
多
佐
渡
守
（
正
信
）
を
奉
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者
と
す
る
内
書
三
通
は
い
ず
れ
も
書
判
状
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、

慶
長
期
に
秀
忠
が
国
持
大
名
層
に
対
し
て
黒
印
状
を
発
給
で
き
ず
、
書
判

状
し
か
出
せ
な
か
っ
た
可
能
性
は
一
層
高
く
な
る

）
10
（

。

３―

２　

〔
史
料
釈
文
〕（
番
号
は
『
毛
利
家
歴
史
資
料
目
録

）
11
（

』
の
整

理
番
号
）

四
六　

四
月
二
十
九
日
付
豊
臣
秀
頼
黒
印
内
書

為
端
午
祝
儀

帷
子
弐
之
内
単
物

如
嘉
例
送
給

遠
路
令
祝
着
候

猶
片
桐
市
正
可

申
候
恐
々
謹
言

　
　
　

卯
月
廿
九
日
（
黒
印
）

　
　

 　
　

毛
利
宗
瑞
老

四
七　

十
二
月
二
十
九
日
付
豊
臣
秀
頼
黒
印
内
書

為
歳
暮
祝
儀

呉
服
二
送
給
遼

遠
御
懇
志
之
至
令

歓
悦
候
猶
片
桐

市
正
可
申
候
恐
々
謹
言

　

十
二
月
廿
九
日
（
黒
印
）

　
　
　
　
　

宗
瑞
老

四
八　

十
二
月
二
十
八
日
付
豊
臣
秀
頼
黒
印
内
書

為
歳
暮
祝
儀

呉
服
三
重
到
来

遠
境
別
而
芳
情
之

至
令
祝
着
候
猶
片
桐

市
正
可
申
候
謹
言

　

極
月
廿
八
日
（
黒
印
）

　
　
　
　

 

松
平
長
門
守
殿

四
九　

九
月
七
日
付
豊
臣
秀
頼
黒
印
内
書

為
重
陽
祝
儀

呉
服
五
到
来

嘉
例
別
而
令

祝
着
候
猶
片
桐

市
正
可
申
候
謹
言

　

九
月
七
日
（
黒
印
）

　
　
　
　
　

松
平
長
門
守
殿　
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〔
解
説
〕

　

こ
の
四
通
の
豊
臣
秀
頼
発
給
黒
印
内
書
は
、『
毛
利
家
文
書
』
三
お
よ

び
『
三
鬼
目
録
』
に
も
未
収
録
の
新
出
文
書
で
あ
る
。『
毛
利
家
歴
史
資

料
目
録
』
に
よ
れ
ば
、
第
一
長
持
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
巻
子
の
一
つ
で
あ

る
。
な
お
、
同
目
録
上
で
は
い
ず
れ
も
「
豊
臣
秀
頼
朱
印
状

0

0

0

」
と
な
っ
て

い
る
が
、
原
文
書
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
残
念
な
が
ら
四
通
と
も
す
べ
て

黒
印
状
で
あ
っ
た
。

　

巻
子
外
題
に
は
「
十
二
／
秀
次
公
ヨ
リ
輝
元
様
江
御
内
書
／
秀
頼
公

ヨ
リ
宗
瑞
様
秀
就
様
江
御
書
七
通
」（
／
は
改
行
）
と
題
箋
に
墨
書
さ
れ
、

外
題
題
箋
の
下
側
に
は
「
輝
元
公
／
第
六
號
」
と
書
か
れ
た
ラ
ベ
ル
が
貼

ら
れ
て
い
る
。
軸
装
の
際
に
料
紙
の
上
下
が
切
ら
れ
て
い
る
た
め
、
縦
寸

法
は
四
四
一
㎜
で
統
一
し
て
い
る
。
軸
は
木
軸
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か

ら
、
こ
れ
は
近
代
以
降
の
軸
装
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
第
一
長
持
に
入

れ
ら
れ
た
時
期
な
ど
は
確
定
で
き
な
い
が
、
こ
の
七
通
は
近
代
に
な
る
ま

で
毛
利
家
文
書
の
な
か
で
重
書
の
扱
い
を
う
け
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
が
推

測
で
き
る
。
こ
う
し
た
毛
利
家
に
お
け
る
文
書
認
識
に
よ
り
、
こ
の
七
通

は
『
毛
利
家
文
書
』
三
の
所
収
に
漏
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

豊
臣
秀
次
発
給
文
書
三
通
は
角
鷹
二
連
・
端
午
（
太
刀
一
腰
・
馬
一
疋
・

生
絹
五
・
帷
子
五
）・
重
陽
（
小
袖
二
重
・
袴
・
肩
衣
・
帯
二
筋
）
に
対

す
る
返
礼
状
で
、
い
ず
れ
も
朱
印
が
用
い
ら
れ
、
宛
所
は
「
羽
柴
安
芸
宰

相
殿
」
と
な
っ
て
い
る
。
つ
い
で
豊
臣
秀
頼
発
給
文
書
四
点
が
続
く
が
、

こ
れ
は
端
午
（
帷
子
二
）・
歳
暮
（
呉
服
二
）・
歳
暮
（
呉
服
三
）・
重
陽
（
呉

服
五
）
に
対
す
る
返
礼
状
で
、
前
二
者
は
毛
利
宗
瑞
（
輝
元
）
宛
、
後
二

者
は
「
松
平
長
門
守
殿
」（
毛
利
秀
就
）
宛
と
な
っ
て
い
る
。

宗
瑞
宛
の
二
通
は
、
い
ず
れ
も
「
恐
々
謹
言
」
を
用
い
て
い
る
。
な

お
、
表
３
に
示
し
た
よ
う
に
、
輝
元
宛
七
通
を
通
し
て
、
進
物
の
多
寡
と

「
恐
々
謹
言
」「
謹
言
」
の
違
い
に
相
関
関
係
は
確
認
で
き
な
い
。

松
平
長
門
守
秀
就
は
、
毛
利
輝
元
の
嫡
男
と
し
て
文
禄
四
年

（
一
五
九
五
）
に
生
ま
れ
た
。
慶
長
四
年
（
一
五
九
九
）
の
袴
着
で
は
徳

川
家
康
よ
り
助
真
の
刀
を
与
え
ら
れ
、
十
月
十
一
日
に
豊
臣
秀
頼
よ
り

諱
一
字
を
与
え
ら
れ
、
秀
就
と
称
し
、
従
五
位
下
・
侍
従
に
叙
任
さ
れ
、

十
二
月
八
日
に
従
四
位
下
に
昇
進
し
た
。
関
ヶ
原
合
戦
後
の
慶
長
五
年
十

月
十
日
に
周
防
・
長
門
両
国
を
安
堵
さ
れ
た
。
慶
長
十
三
年
に
は
徳
川
秀

忠
の
養
女
（
秀
忠
の
兄
結
城
秀
康
の
娘
喜
佐
）
を
娶
り
、
九
月
十
三
日
に

秀
忠
か
ら
松
平
の
名
字
を
与
え
ら
れ
、
長
門
守
に
改
め
た

）
12
（

。
し
た
が
っ

て
、
秀
頼
の
内
書
二
通
は
慶
長
十
三
年
か
ら
十
九
年
ま
で
の
間
の
も
の
と

な
る
。

毛
利
秀
就
に
関
し
て
は
、
次
の
興
味
深
い
書
状
が
残
っ
て
い
る

）
13
（

。

　
　

以
上

今
月
五
日
之
御
札
、
昨
日
来
着
拝
見
候
、
重
陽
之
御
祝
儀
申
上
候
処
、

被
成
御
披
露
、
被
成
下
御
黒
印
頂
戴
忝
存
候
、
殊
呉
服
三
之
内
、
染

物
嶋
白
綾
拝
領
辱
次
第
候
、
御
前
可
然
之
様
御
披
露
所
仰
候
、
猶
期

来
信
之
時
可
得
御
意
候
、
恐
惶
謹
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
平
長
門
守



〔 24 〕

福　田　千　鶴

　
　
　
　

九
月
十
八
日　
　
　
　
　
　
　

秀
就　

御
判

　
　
　
　
　

片
桐
主
膳
正
殿

　

内
容
は
、
九
月
五
日
付
の
片
桐
貞
隆
の
書
状
が
九
月
十
七
日
に
秀
就
の

も
と
に
届
い
た
こ
と
へ
の
返
礼
で
、
秀
就
か
ら
の
重
陽
の
祝
儀
が
秀
頼
に

披
露
さ
れ
、「
御
黒
印
」
を
頂
戴
し
た
こ
と
、
さ
ら
に
呉
服
三
の
う
ち
染

物
嶋
白
綾
を
拝
領
し
た
こ
と
は
忝
い
次
第
で
あ
る
と
感
謝
の
意
を
述
べ
、

秀
頼
に
よ
く
披
露
し
て
ほ
し
い
旨
を
依
頼
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
次

に
述
べ
る
吉
川
家
の
例
か
ら
し
て
、
秀
頼
の
「
御
黒
印
」
は
貞
隆
の
日
付

と
同
じ
九
月
五
日
付
で
発
給
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
九

月
五
日
付
の
秀
頼
黒
印
内
書
が
毛
利
家
に
伝
来
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、

秀
就
宛
の
豊
臣
秀
頼
黒
印
内
書
二
通
は
、
秀
頼
と
秀
就
と
の
間
の
贈
答
儀

礼
の
す
べ
て
を
網
羅
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

さ
ら
に
次
の
点
が
重
要
な
の
だ
が
、
秀
就
か
ら
秀
頼
に
送
ら
れ
た
進
物

に
対
し
て
、
秀
頼
か
ら
は
黒
印
内
書
と
相
応
の
進
物
と
が
返
礼
と
し
て
贈

ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
今
の
と
こ
ろ
秀
頼
か
ら
の
返
礼
が
な
さ
れ

た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
は
こ
の
一
例
の
み
な
の
で
、
今
後
の
事
例
の
蓄

積
が
必
要
だ
が
、
当
時
の
贈
答
儀
礼
に
お
け
る
贈
与
・
互
酬
の
関
係
を
基

本
に
考
え
れ
ば
、
秀
頼
の
黒
印
内
書
に
は
奉
者
の
添
状
と
返
礼
品
が
付
属

す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
秀
就
に
限
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
推
測
さ

れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。　
　

４
．
公
益
財
団
法
人
吉
川
報
效
会
・
吉
川
史
料
館
所
蔵
吉
川
家
文
書

〔
史
料
釈
文
〕（
番
号
は
『
吉
川
家
文
書
』
二

）
14
（

に
よ
る
）

八
三
二　

十
二
月
二
十
一
日
付
豊
臣
秀
頼
黒
印
内
書

為
歳
暮
之

祝
儀
呉
服
壱

重
到
来
祝
着
候

猶
片
桐
市
正
可

申
候
謹
言

　
（
押
紙
）「
右
大
臣
秀
頼
公
」

　

極
月
廿
一
日
（
黒
印
）

　
　
　
　
　
　

𠮷
川
侍
従
殿

八
三
三　

十
二
月
廿
三
日
付
豊
臣
秀
頼
黒
印
内
書

為
歳
暮
之

祝
儀
呉
服
二

到
来
令
祝
着
候

猶
片
桐
市
正

可
申
候
謹
言　

　

十
二
月
廿
三
日
（
黒
印
）

　
　
　
　
　
　

𠮷
川
侍
従
殿

八
三
四　

十
二
月
二
十
五
日
付
豊
臣
秀
頼
黒
印
内
書

為
歳
暮
之
祝
儀
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呉
服
二
到
来

遠
路
令
祝
着
候
猶

片
桐
市
正
可
申
候

謹
言

　

十
二
月
廿
五
日(

黒
印)

　
　
　
　
　

羽
柴
𠮷
川
侍
従
殿

八
三
五　

十
二
月
二
十
七
日
付
豊
臣
秀
頼
黒
印
内
書

為
歳
暮
祝
詞

呉
服
二
到
来
遠

境
別
而
欣
悦
之

至
候
猶
片
桐
市
正

可
申
候
謹
言

　
　
　

極
月
廿
七
日
（
黒
印
）

　
　

 　
　

𠮷
川
蔵
人
侍
従
殿

八
三
六　

五
月
一
日
付
豊
臣
秀
頼
黒
印
内
書

為
端
午
祝
儀

帷
子
五
内
単
物

到
来
遠
路
令

祝
着
候
猶
片
桐
市
正

可
申
候
謹
言

　
　
　

五
月
朔
日
（
黒
印
）

　
　
　
　
　

𠮷
川
侍
従
殿

八
三
七　

五
月
二
日
付
豊
臣
秀
頼
黒
印
内
書

為
端
午
祝
儀

帷
子
三
内
単
物

如
嘉
例
到
来
遠

路
令
祝
着
候
猶

片
桐
市
正
可
申
候

謹
言

　
　
　

五
月
二
日
（
黒
印
）

　
　

 　
　

𠮷
川
侍
従
殿

八
三
八　

五
月
二
日
付
豊
臣
秀
頼
黒
印
内
書

為
端
午
之
祝
儀

帷
子
五
内
単
物
二

到
来
遠
路
令

祝
着
候
猶
片
桐
市
正

可
申
候
謹
言

　
　
　

五
月
二
日(

黒
印)

　
　
　
　
　

𠮷
川
侍
従
殿
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八
三
九　

五
月
四
日
付
豊
臣
秀
頼
黒
印
内
書

為
端
午
祝
儀

帷
子
五
内
単
物
到

来
遠
路
懇
志
之
段

令
祝
着
候
猶
片
桐

市
正
可
申
候
謹
言

　
　
　

五
月
四
日
（
黒
印
）

　
　
　
　
　
　

𠮷
川
侍
従
殿

〔
解
説
〕

　

豊
臣
秀
頼
黒
印
内
書
八
点
は
、
外
題
題
箋
に
「
藤
家
吉
川
正
統
叙
目

第
十
六　

廣
家
公
之
六　

十
六
」
と
墨
書
さ
れ
た
巻
子
に
仕
立
て
ら
れ
て
い

る
。
い
ず
れ
も
『
吉
川
家
文
書
』
二
に
所
収
さ
れ
て
い
る
。
現
在
の
文
書

は
切
紙
の
形
態
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
巻
子
に
仕
立
て
ら
れ
た
際
に
下
半
分

が
切
断
さ
れ
た
も
の
で
、
も
と
は
折
紙
形
式
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
歳

暮
四
通
、
端
午
四
通
の
計
八
通
が
伝
来
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
秀
頼
の
黒

印
が
押
さ
れ
、
宛
所
は
い
ず
れ
も
殿
Ⅰ
、
奉
者
は
片
桐
市
正
且
元
で
あ
る
。

宛
所
の
高
さ
は
月
の
字
の
中
間
の
高
さ
ｄ
か
ら
日
の
字
の
書
き
始
め
の
高

さ
ｇ
で
あ
る
。
毛
利
家
と
比
べ
て
も
宛
所
の
高
さ
は
低
く
、
次
に
述
べ
る

対
馬
宗
家
と
比
較
し
て
も
、
同
じ
侍
従
宛
で
あ
り
な
が
ら
宛
所
の
高
さ
は

低
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
秀
頼
の
黒
印
内
書
八
通
以
外
に
奉
者
発
給
の
添
状
が
伝
来

し
て
お
り
、
そ
の
内
容
か
ら
右
以
外
に
も
吉
川
広
家
か
ら
秀
頼
へ
の
進
物

が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
表
Ａ
に
そ
れ
を
示
し
た
。

　

ま
ず
、
秀
頼
黒
印
内
書
八
三
二
号
文
書
に
対
応
す
る
の
が
、
次
の

八
五
七
号
片
桐
且
元
書
状
と
八
四
四
号
大
蔵
卿
局
消
息
で
あ
る
。

八
五
七　

十
二
月
二
十
一
日
付
片
桐
且
元
書
状

為
歳
暮
御
祝
儀
、
如
御
嘉
例
呉
服
一
重
被
進
之
候
、
披
露
申
候
処
ニ

被
成
御
祝
着
趣
、
以　

御
黒
印
被
仰
候
へ
共
、
能
々
我
等
よ
り
相
心

得
可
申
入
旨
候
、
次
ニ
姫
君
様
、
御
袋
御
方
へ
鳥
目
千
疋
宛
被
為
参

候
、
以
御
女
房
衆
上
申
候
、
御
文
に
て
御
礼
被
仰
候
、
隨
而
私
へ
御

小
袖
一
重
被
下
候
、
毎
度
御
懇
切
之
段
、
忝
存
候
、
委
御
使
者
へ
申

達
候
、
恐
惶
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　

片
桐
市
正

　
　
　

十
二
月
廿
一
日　
　

且
元
（
書
判
）

　
　
　

羽
柴
吉
川
侍
従
様

　
　
　
　
　
　
　
　

御
報　

八
四
四　

十
二
月
二
十
一
日
付
大
蔵
卿
局
消
息

秀
頼
さ
ま
へ
暮
の
御
し
う
き
と
て
、
御
ふ
く
一
か
さ
ね
、
姫
君
さ
ま

お
な
し
く
、
上
さ
ま
へ
も
御
た
る
代
千
疋
つ
ゝ
、
ひ
ろ
う
申
入
ま
い

ら
せ
候
へ
は
、
御
き
け
ん
の
御
事
に
て
、
幾
千
と
せ
ま
て
も
あ
ひ
か

ハ
ら
す
め
て
た
く
お
ほ
し
め
し
候
よ
し
、
こ
ゝ
ろ
へ
ま
い
ら
せ
候
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て
、
よ
く
申
と
の
御
事
に
て
お
ハ
し
ま
し
候
、
め
て
た
く
又
々
か
し

く
、

　
　

十
二
月
廿
一
日　

（
切
封
）　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

き
つ
川

　
　
　
　
　
　

し
ゝ
う
殿
ま
い
る　
　
　
　

大
く
ら
卿

　
　
　
　
　
　
　
　
　

申
給
へ　
　
　
　
　

八
五
七
号
文
書
は
、
秀
頼
の
奉
者
と
な
っ
て
い
る
片
桐
且
元
が
発
給
し

た
添
状
で
、
文
中
に
あ
る
「
御
黒
印
」
が
秀
頼
発
給
黒
印
内
書
（
八
三
二

号
文
書
）
に
あ
た
る
。
秀
頼
発
給
文
書
は
、「
御
」
を
付
け
て
「
御
黒
印
」

と
称
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

書
状
内
容
か
ら
、
広
家
は
秀
頼
だ
け
で
な
く
、
秀
頼
の
妻
徳
川
千
（
「
姫

君
様
」
）、
秀
頼
の
母
浅
井
茶
々
（
「
御
袋
御
方
」
）
に
対
し
て
も
樽
代
千

疋
宛
を
使
者
に
も
た
せ
て
送
り
届
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
へ

の
返
礼
は
「
御
女
房
衆
」
が
「
御
文
」
に
て
伝
え
る
と
あ
り
、
そ
れ
が

八
四
四
号
文
書
の
大
蔵
卿
局
消
息
で
あ
ろ
う
。
大
蔵
卿
局
は
茶
々
の
乳

母
、
大
野
治
長
の
母
に
あ
た
る
。

　

秀
頼
が
千
と
婚
姻
す
る
の
は
、
慶
長
八
年
七
月
二
十
七
日
な
の
で
、
こ

の
一
連
の
発
給
文
書
は
慶
長
八
年
か
ら
同
十
九
年
の
間
の
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
片
桐
且
元
が
発
給
し
た
文
書
の
宛
所

が
「
羽
柴
吉
川
侍
従
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
慶
長
期
に
お
け
る

豊
臣
姓
羽
柴
名
字
の
位
置
を
知
る
う
え
で
、
興
味
深
い
こ
と
が
ら
と
い
え

よ
う
。

八
四
五
号　

十
二
月
二
十
三
日
付
大
蔵
卿
局
消
息

秀
頼
さ
ま
へ
暮
の
御
し
う
き
と
て
、
御
ふ
く
一
か
さ
ね
、
姫
君
さ
ま

お
な
し
く
、
上
さ
ま
へ
御
た
る
代
拾
〆
つ
ゝ
ひ
ろ
う
申
入
ま
い
ら
せ

候
、
幾
千
と
せ
ま
て
も
あ
ひ
か
ハ
ら
す
、
め
て
た
く
お
ほ
し
め
し
候

よ
し
を
、
こ
こ
ろ
へ
ま
い
ら
せ
候
て
、
よ
く
申
と
の
御
箏
に
て
お
ハ

し
ま
し
候
、
め
て
た
く
又
々
か
し
く
、

　
　

十
二
月
廿
三
日　

（
切
封
）　
　
　
　
　
　

　
　

き
つ
川

　
　
　

く
ら
人
殿
ま
い
る　
　
　
　
　
　

大
く
ら
卿　

　
　
　
　
　
　

申
給
へ

　

こ
れ
は
八
三
三
号
の
十
二
月
二
十
三
日
付
の
秀
頼
黒
印
内
書
と
日
付
が

同
じ
だ
が
、
八
三
三
号
で
は
進
物
が
呉
服
二
と
あ
る
の
で
、
八
四
五
号
と

は
異
な
る
年
の
も
の
と
な
る
。

八
五
八
号　

片
桐
且
元
書
状

　
　

已
上

為
歳
暮
御
祝
儀
、
如
御
嘉
例
御
服
一
重
被
進
之
候
、
披
露
申
候
処
、

被
成　

御
祝
着
趣
、
以　

御
黒
印
被
仰
候
、
次　

御
上
様
、
姫
君
様

へ
鳥
目
千
疋
宛
被
為
参
候
、
以
大
蔵
卿
上
申
候
御
文
ニ
而
御
礼
被
仰
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候
へ
共
、
遠
路
御
念
入
申
通
、
自
我
等
相
心
得
可
申
進
旨
候
、
随
而

私
へ
小
袖
一
重
内
綾
一
被
下
候
、
過
当
之
至
、
難
申
謝
候
、
委
御
使

者
へ
令
申
候
、
恐
惶
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

片
市
正　

　
　
　

十
二
月
廿
三
日　
　
　
　

且
元
（
書
判
）

　
　
　

吉
川
蔵
人
様

　
　
　
　
　
　
　

御
報

　

こ
れ
も
同
じ
く
十
二
月
二
十
三
日
付
の
片
桐
且
元
書
状
で
あ
る
が
、
呉

服
一
重
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
文
中
に
あ
る
「
御
黒
印
」
は
八
三
三
号
文

書
で
は
な
く
、
こ
れ
に
対
応
す
る
秀
頼
黒
印
内
書
は
吉
川
家
文
書
に
伝
来

し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
千
と
茶
々
に
送
っ
た
の
は
「
鳥
目
千

疋
」
な
っ
て
い
る
の
で
、
大
蔵
卿
局
消
息
に
あ
る
樽
代
十
貫
と
も
対
応
し

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
大
蔵
卿
局
消
息
と
片
桐
且
元
書
状
は
、
別
々
の
年

の
歳
暮
に
対
す
る
返
礼
添
状
と
な
る
。

八
四
六
号　

大
蔵
卿
局
消
息

秀
頼
さ
ま
へ
暮
の
御
し
う
き
と
て
、
御
ふ
く
一
か
さ
ね
、
姫
君
さ
ま

お
な
し
く
、
御
う
へ
さ
ま
へ
も
御
た
る
代
千
疋
つ
ゝ
、
ひ
ろ
う
申
入

ま
い
ら
せ
候
へ
は
、
御
き
け
ん
よ
く
幾
千
と
せ
ま
て
も
あ
ひ
か
ハ
ら

す
め
て
た
く
お
ほ
し
め
し
候
よ
し
、
こ
ゝ
ろ
へ
候
て
、
よ
く
申
と
の

御
事
に
て
お
ハ
し
ま
し
候
、
な
お
〳
〵
め
て
た
く
又
々
か
し
く
、

　
　
　

十
二
月
廿
五
日　
　

（
切
封
）　
　
　
　

　
　
　

き
つ
川

　
　
　
　

く
ら
人
殿
ま
い
る　
　
　
　
　

大
く
ら
卿

　
　
　
　
　
　

申
給
へ

右
の
発
給
日
と
同
じ
十
二
月
二
十
五
日
付
秀
頼
黒
印
内
書
は
八
三
四
号

が
あ
る
が
、
進
物
が
呉
服
二
に
対
し
、
八
四
六
号
消
息
で
は
呉
服
一
と

な
っ
て
い
る
の
で
、
異
な
る
年
の
歳
暮
へ
の
返
礼
添
状
と
な
る
。

以
上
か
ら
、
広
家
は
少
な
く
と
も
秀
頼
黒
印
状
が
残
る
四
度
と
片
桐
且

元
・
大
蔵
卿
局
の
返
礼
状
が
残
る
三
度
の
計
七
度
に
わ
た
っ
て
秀
頼
に
歳

暮
を
贈
っ
た
こ
と
が
確
定
す
る
。
内
容
は
呉
服
二
を
送
る
年
と
呉
服
一
を

送
る
年
が
あ
っ
た
が
、
進
物
の
多
寡
に
対
す
る
書
札
礼
の
厚
薄
は
相
関
関

係
が
あ
る
よ
う
に
は
み
え
な
い
。

　

端
午
に
関
し
て
は
、
秀
頼
黒
印
内
書
四
通
が
伝
来
し
て
い
る
が
、
こ
れ

に
関
す
る
片
桐
兄
弟
や
大
蔵
卿
局
の
添
状
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
秀
頼
黒

印
内
書
の
奉
者
は
片
桐
且
元
、
進
物
は
帷
子
五
の
年
が
三
度
と
帷
子
三
の

年
が
一
度
と
な
っ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
慶
長
二
十
年
（
一
六
一
五
）
四
月
十
八
日
付
吉
川
広
家
書

状
）
15
（

に
よ
れ
ば
、
広
家
と
大
坂
方
と
の
交
流
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
。

一 
、
去
年
当
年
ニ
我
々
何
た
る
見
あ
て
共
候
て
申
す（

過

）こ
し
な
と
候
儀

も
可
有
之
哉
と
、
各
可
気
遣
候
、
大
坂
御
お

（
や
脱
）

子
、
又
大
修
理
お
や

子
へ
、
一
字
之
ふ
み
せ
う
こ
ニ
な
り
申
候
事
不
申
出
候
、
此
段
ハ
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帰
候
て
、
誓
紙
を
か
き
、
各
へ
見
申
候
へ
く
候
、
去
年
さ
へ
是
に

て
候
、
今
年
御
城
わ
り
候
て
後
者
、
何
と
て
可
申
候
哉
、
可
有
推

量
候
事
、

　

つ
ま
り
、
慶
長
十
九
年
か
ら
翌
二
十
年
に
か
け
て
、
広
家
か
ら
大
坂
城

の
豊
臣
秀
頼
・
浅
井
茶
々
母
子
、
大
蔵
卿
局
・
大
野
治
長
母
子
に
対
し
て
、

一
字
た
り
と
も
文
証
拠
に
な
る
よ
う
な
こ
と
は
し
て
い
な
い
の
で
、
帰
国

後
に
誓
紙
を
書
い
て
宛
所
の
今
田
経
忠
・
吉
川
家
成
・
今
田
春
政
・
吉
川

経
実
・
香
川
春
継
・
香
川
家
景
ら
家
中
に
見
せ
る
と
し
て
い
る
。
と
く
に

去
年
さ
え
「
是
に
て
候
」、
つ
ま
り
慶
長
十
九
年
に
は
大
坂
と
の
交
流
を

絶
っ
て
い
る
の
に
、
冬
の
陣
後
の
大
坂
城
二
の
丸
以
下
の
破
却
以
後
に
交

流
す
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
、
推
量
し
て
み
れ
ば
よ
い
事
だ
、
と
書
き

送
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
広
家
が
慶
長
二
十
年
四
月
頃
に
記
し
た
と
推
定
さ
れ
る
自
筆
覚

書
）
16
（

第
一
条
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

一 

、
先
年
之
一
乱
已
来
、
大
坂
へ
諸
人
な
み
の
年
頭
・
歳
暮
、
市
正
・

主
膳
殿
御
申
次
候
、
我
等
初
中
後
之
儀
ハ
、
彼
両
人
存
之
前
ニ
候

事
、

　

つ
ま
り
、
先
年
（
慶
長
五
年
）
の
関
ヶ
原
合
戦
以
来
、
大
坂
へ
は
諸
人

並
の
年
頭
・
歳
暮
を
片
桐
且
元
・
同
貞
隆
の
申
次
で
届
け
て
い
た
が
、
そ

の
様
子
は
且
元
・
貞
隆
が
よ
く
存
じ
て
い
る
、
と
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ

れ
ば
、
大
坂
へ
の
贈
答
が
、
広
家
が
弁
明
す
る
よ
う
に
諸
人
並
＝
他
家
と

同
程
度
の
進
物
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。

　

続
い
て
自
筆
覚
書
第
二
条
で
は
、
広
家
が
南
宮
山
に
陣
を
構
え
た
こ
と

を
大
坂
衆
が
「
悪
口
」
し
た
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
大
坂
衆
か
ら
す
れ
ば
贈

答
儀
礼
を
欠
か
す
こ
と
の
な
か
っ
た
親
秀
頼
派
の
広
家
が
裏
切
っ
た
こ
と

を
「
悪
口
」
し
た
も
の
と
と
れ
る
。
さ
ら
に
第
三
条
で
は
、（
徳
川
方
に

対
し
て
）
別
心
が
ま
し
い
儀
は
一
字
一
言
も
申
し
出
し
て
い
な
い
の
で
、

そ
の
よ
う
な
証
拠
を
見
た
人
物
は
い
な
い
は
ず
だ
、
と
弁
明
し
て
い
る
。

　

以
上
か
ら
、
慶
長
期
に
大
坂
方
と
交
流
を
持
ち
続
け
た
吉
川
広
家
は
、

大
坂
冬
の
陣
・
夏
の
陣
に
か
け
て
、
親
秀
頼
派
と
の
嫌
疑
を
か
け
ら
れ

た
。
そ
の
弁
明
に
よ
れ
ば
、
広
家
が
大
坂
方
と
の
交
流
を
絶
っ
た
の
は
慶

長
十
九
年
に
な
っ
て
か
ら
だ
が
、
そ
れ
以
前
は
年
頭
と
歳
暮
を
諸
人
並
に

送
っ
て
い
た
と
主
張
し
た
。
た
だ
し
、
伝
来
す
る
秀
頼
内
書
に
端
午
の
節

句
へ
の
返
礼
状
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
年
頭
と
歳
暮
に
限
る
も
の
で
は
な

く
、
年
頭
や
歳
暮
な
ど
の
節
句
に
諸
人
並
の
進
物
を
送
っ
て
い
た
も
の
と

解
釈
す
べ
き
だ
ろ
う
。

　

年
頭
に
つ
い
て
は
、
秀
頼
の
内
書
は
伝
来
し
て
い
な
い
が
、
大
蔵
卿
局

や
片
桐
且
元
な
ど
の
添
状
か
ら
そ
の
様
子
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

八
四
〇　

淀
君
侍
女
某
消
息
写

ね（

年

頭

）

ん
と
の
御
し
う
き
と
て
、
ひ
て
よ
り
さ
ま
へ
御
は

（
馬
）

代
銀
子
三
枚
、

ひ
め
君
さ
ま
へ
、
く
よ
う
千
疋
、
う
へ
さ
ま
へ
お
な
し
く
千
疋
ま
い

ら
れ
候
、
ひ
ろ
う
申
候
へ
ハ
、
幾
久
し
く
ま
ん
〳
〵
ね
ん
も
と
ゆ
わ

い
ま
い
ら
れ
候
よ
し
を
、
こ
ゝ
ろ
へ
候
て
申
と
の
御
事
に
て
御
入
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候
、
な
を
〳
〵
め
て
た
く
候
事
候
、
か
し
く
、

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
広
家
か
ら
秀
頼
に
年
頭
祝
儀
と
し
て
馬
代
銀
子
千

疋
、
千
へ
公
用
銭
千
疋
、
茶
々
へ
同
千
疋
が
贈
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

八
四
一　

大
蔵
卿
局
消
息

此
春
の
御
し
う
き
と
て
、
は
や
〳
〵
と
上
さ
ま
、
ひ
め
君
さ
ま
へ
御

た
る
代
千
疋
つ
ゝ
ま
い
ら
れ
候
、
よ
く
ひ
ろ
う
申
入
ま
い
ら
せ
候
、

幾
久
し
く
あ
ひ
か
ハ
ら
す
と
め
て
た
く
数
々
い
は
ひ
入
ま
い
ら
せ

候
、
此
よ
し
よ
く
こ
ゝ
ろ
へ
ま
い
ら
せ
候
て
、
申
と
の
御
事
に
て
お

ハ
し
ま
し
候
、
め
て
た
く
又
々
か
し
く
、

　
　
　

正
月
四
日　
　

（
切
封
）　
　
　
　
　
　

　
　
　

き
つ
川

　
　
　
　

く
ら
人
殿
ま
い
る　
　
　
　
　

大
く
ら
卿

　
　
　
　
　
　
　
　

申
給
へ　

　

右
に
は
秀
頼
へ
の
進
物
は
み
ら
れ
な
い
が
、
千
と
茶
々
の
み
に
進
物
を

送
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
の
で
、
大
蔵
卿
局
の
消
息
に
は
単
に
記
さ
れ
な

か
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
右
に
対
応
す
る
片
桐
貞

隆
書
状
か
ら
判
断
さ
れ
る
。

八
五
五　

片
桐
貞
隆
書
状

　
　

 

猶
々
、
奥
方
へ
も
披
露
候
処
、
不
相
替
儀
御
満
足
此
事
候
、
則

大
蔵
卿

御
ふ
み
に
て
被
申
候
、
以
上
、

如
仰
改
陽
之
御
吉
兆
遂
日
可
被
任
御
意
候
、
仍　

秀
頼
様
へ
為
新
年

之
御
祝
儀
、
御
太
刀
一
腰
御
馬
一
疋
御
進
上
候
、
早
々
之
儀
、
一
段

被
成
御
祝
着
候
、
能
々
従
拙
者
も
相
心
得
可
申
入
旨
被
仰
候
、
次
私

へ
御
太
刀
御
馬
代
銀
子
壱
枚
被
懸
御
意
候
、
幾
久
と
別
而
忝
存
候
、

猶
永
日
御
祝
詞
共
可
申
述
候
条
、
不
能
詳
候
、
恐
惶
謹
言
、　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

片
主
税
正

　
　

正
月
四
日　
　
　
　
　
　
　

貞
隆
（
書
判
）

　
　

吉
川
侍
従
様

　
　
　
　
　
　

御
報

　

大
蔵
卿
局
と
同
日
付
で
片
桐
貞
隆
が
添
状
を
発
給
し
て
い
る
が
、
猶
々

書
に
あ
る
よ
う
に
奥
方
（
茶
々
・
千
）
に
つ
い
て
は
大
蔵
卿
局
か
ら
別
に

「
御
ふ
み
」
が
出
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
秀
頼
へ
の
進
物
の
返

礼
状
は
貞
隆
が
、
奥
方
へ
の
返
礼
状
は
大
蔵
卿
局
が
そ
れ
ぞ
れ
に
書
く
こ

と
に
な
っ
た
た
め
、
大
蔵
卿
局
の
消
息
に
は
秀
頼
関
係
の
進
物
が
記
さ
れ

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
と
は
別
に
正
月
八
日
付
で
片
桐
且
元
の
添
状
と
大
蔵
卿
局
の
消
息

が
発
給
さ
れ
た
年
が
あ
る
。

八
四
二　

大
蔵
卿
局
消
息
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此
春
の
御
し
う
き
と
て
、
秀
頼
さ
ま
へ
御
馬
代
銀
子
三
枚
、
姫
君
さ

ま
お
な
し
く
、
御
う
へ
さ
ま
へ
も
御
た
る
代
千
疋
つ
ゝ
、
ひ
ろ
う
申

入
ま
い
ら
せ
候
へ
は
、
幾
久
し
く
め
て
た
く
お
ほ
し
め
し
候
よ
し

を
、
よ
く
こ
ゝ
ろ
へ
ま
い
ら
せ
候
て
申
と
の
御
事
に
て
お
ハ
し
ま
し

候
、
め
て
た
く
又
々
か
し
く
、

　
　
　
　

正
月
八
日　
　

（
切
封
）　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

き
つ
川

　
　
　
　
　
　
　

く
ら
人
殿
ま
い
る　
　

大
く
ら
卿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

申
給
へ

　
八
五
六　

片
桐
且
元
書
状

為
改
年
御
祝
儀
、
御
太
刀
一
腰
御
馬
代
銀
子
三
枚
被
進
之
候
、
披
露

申
候
処
ニ
被
成
御
祝
着
趣
、
我
等
よ
り
能
々
相
心
得
可
申
入
旨
候
、

次
御
上
様
、
姫
君
様
へ
鳥
目
千
疋
宛
被
為
参
候
、
以
御
女
房
衆
上
申

候
御
文
に
て
御
礼
被
仰
候
、
随
而
私
へ
も
御
太
刀
御
馬
代
銀
子
壱
枚

被
下
候
、
毎
度
御
懇
切
忝
存
候
、
委
曲
御
使
へ
申
候
、
恐
惶
謹
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　

片
市
正　

正
月
八
日　
　
　
　
　
　
　

且
元
（
書
判
）

吉
川
蔵
人
様

　
　
　
　

御
報

大
蔵
卿
局
消
息
で
は
、
新
年
の
祝
儀
と
し
て
秀
頼
に
馬
代
銀
子
三
枚
、

千
と
茶
々
に
樽
代
千
疋
宛
が
贈
ら
れ
て
い
る
。
次
の
片
桐
且
元
書
状
で

は
、
秀
頼
へ
は
太
刀
一
腰
・
馬
代
銀
子
三
枚
と
な
っ
て
い
て
、
大
蔵
卿
局

の
消
息
と
必
ず
し
も
対
応
し
て
い
な
い
が
、
新
年
の
贈
答
儀
礼
で
は
太

刀
・
馬
代
が
贈
ら
れ
て
い
る
の
で
、
消
息
に
書
き
洩
ら
さ
れ
た
も
の
で
は

な
い
か
と
考
え
て
お
く
。

な
お
、
年
頭
に
関
し
て
は
、
貞
隆
書
状
・
且
元
書
状
に
秀
頼
の
「
御
黒

印
」
が
発
給
さ
れ
た
旨
の
記
載
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
秀
頼
の
黒
印
内

書
が
発
給
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
は
確
証
を
得
ら
れ
な
い
。
今
の
と
こ
ろ
年

頭
祝
儀
に
対
す
る
秀
頼
黒
印
内
書
は
、
既
述
の
蜂
須
賀
家
・
毛
利
家
、
島

津
家
（
後
述
）
の
例
を
確
認
し
て
い
る
が
、
年
頭
御
礼
は
大
坂
城
に
出
向

く
こ
と
が
基
本
で
あ
っ
た
た
め
、
通
常
は
内
書
が
発
給
さ
れ
な
か
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
蜂
須
賀
家
の
場
合
も
、
年
頭
内
書
が
発
給
さ
れ
た

の
は
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
こ
と
で
は
な
い
か
、
と
推
測
し
た
。
江
戸
期
の
将

軍
発
給
内
書
も
年
頭
祝
儀
に
は
発
給
さ
れ
ず
、
端
午
・
重
陽
・
歳
暮
の
三

季
の
み
に
発
給
さ
れ
る
よ
う
に
整
え
ら
れ
る
。
こ
の
形
式
が
い
つ
ご
ろ
整

う
の
か
に
つ
い
て
も
検
討
す
べ
き
だ
が
、
年
頭
の
内
書
に
つ
い
て
は
後
考

に
俟
ち
た
い
。

こ
れ
ら
節
句
に
お
け
る
贈
答
以
外
に
も
、
吉
川
広
家
は
大
坂
方
と
の
交

流
を
も
っ
て
い
た
。

九
三
六
号　

片
桐
貞
隆
書
状

猶
々
遠
路
御
城
へ
御
使
者
被
為
参
候
儀
、
別
而
被
成
御
祝
着
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候
、
来
春
御
上
洛
候
ハ
ヽ
、
可
得
御
意
候
、
将
又
、
是
式
候
へ

共
、
諸
白
二
荷
令
進
覧
之
候
、
幸
便
之
条
如
此
候
、
舟
中
ニ
候

之
間
、
酒
い
か
ゝ
候
ハ
ん
も
不
存
候
、
以
上
、

御
状
拝
見
仕
候
、
寔
其
以
後
者
不
得
御
意
、
御
床
敷
存
候
、
其
元
相

替
儀
無
御
座
候
由
、
珍
重
存
事
候
、
将
又
、
御
袋
様
蜜
柑
鮎
酢
御
進

上
之
儀
、
則
大
蔵
卿
迄
使
者
相
添
、
御
進
上
之
物
披
露
在
之
処
、
一

段
被
成
御
祝
着
之
由
候
、
大
蔵
卿
よ
り
文
を
以
具
被
申
入
候
、
随
而

拙
者
へ
蜜
柑
二
籠
被
懸
御
意
候
、
御
懇
情
之
儀
別
而
忝
存
候
、
此
辺

御
用
之
事
候
ハ
ヽ
、
可
被
仰
越
候
、
猶
期
後
音
候
、
恐
惶
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

片
主
膳
正　
　
　

　
　
　

十
一
月
十
一
日　
　
　

貞
隆
（
書
判
）

　
　

吉
蔵
人
様

　
　
　
　
　

貴
報

　

右
に
よ
れ
ば
、
広
家
は
秀
頼
の
母
茶
々
（
「
御
袋
様
」
）
に
蜜
柑
と
鮎

鮓
を
進
上
し
て
い
る
。
貞
隆
に
も
蜜
柑
二
籠
を
送
っ
て
い
る
の
で
、
秀
頼

へ
の
進
物
が
な
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
、
秀
頼
宛
の
進

物
は
片
桐
且
元
が
担
当
し
、
貞
隆
は
茶
々
宛
の
進
物
を
担
当
し
た
の
で
、

こ
の
よ
う
な
書
き
方
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
吉
川
家
は
年
頭
・
歳
暮
と
い
っ
た
節
句
だ
け
で
な
く
、

大
坂
方
に
音
信
を
送
る
関
係
に
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
大
坂
の
陣
の
際
に
取

沙
汰
さ
れ
た
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
広
家
は
慶
長
期
に
な
っ
て
も
こ

の
よ
う
に
大
坂
方
と
深
く
通
じ
て
い
た
の
か
。
そ
の
意
図
を
明
確
に
示
す

史
料
を
今
の
と
こ
ろ
確
認
で
き
な
い
が
、
関
ヶ
原
合
戦
に
お
い
て
毛
利
本

家
を
救
う
た
め
に
み
せ
た
広
家
の
義
理
が
た
い
性
格
か
ら
し
て
、
彼
に
豊

臣
恩
顧
と
い
う
関
係
を
尊
重
さ
せ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

５
．
九
州
国
立
博
物
館
所
蔵
対
馬
宗
家
文
書

）
17
（

〔
史
料
釈
文
〕

１　

正
月
二
十
九
日
付
豊
臣
秀
頼
黒
印
内
書

）
18
（

　

為
音
信
高
麗
靏

　

三
到
来
遠
方
懇

　

切
之
段
欣
悦
之
至
候

　

猶
片
桐
市
正
可
申
候

　

謹
言

　
　

正
月
廿
九
日
（
黒
印
）

　
　
　
　

羽
柴
対
馬
守
殿

２　

十
二
月
十
日
付
豊
臣
秀
頼
黒
印
内
書

）
19
（

　

高
麗
大
鷹
二
居

　

到
来
遠
路
令

　

祝
着
候
別
而
自
愛

　

此
事
候
猶
片
桐
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市
正
可
申
候
謹
言

　
　

極
月
十
日
（
黒
印
）

　
　
　
　

対
馬
侍
従
殿

〔
解
説
〕

　

九
州
国
立
博
物
館
が
所
蔵
す
る
対
馬
宗
家
文
書
の
内
書
に
つ
い
て

は
、
東
昇
氏
の
一
連
の
研
究

）
20
（

が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
宗
家
で
は
享

保
十
二
年
（
一
七
二
七
）
に
内
書
・
奉
書
の
選
別
が
行
わ
れ
、「
御
内
書

御
奉
書
員
数
目
録　

附
り
御
状
御
書
付
」
と
い
う
文
書
目
録
が
作
成
さ

れ
、
選
別
さ
れ
た
文
書
は
年
寄
中
御
預
長
持
に
入
れ
ら
れ
た
。
こ
れ
ら

は
、
年
号
不
明
を
含
め
て
、
寛
永
十
四
年
（
一
六
三
七
）
か
ら
享
保
十
二

年
（
一
七
二
七
）
ま
で
を
選
別
・
分
類
し
た
も
の
だ
が
、「
年
号
不
知
御

内
書
」
と
し
て
豊
臣
秀
頼
黒
印
内
書
二
通
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。
現
状
で

は
「
四
番
」
と
貼
書
に
番
号
を
付
さ
れ
た
桐
箱
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
の
桐
箱
は
享
保
十
二
年
の
整
理
で
は
二
番
長
持
に
入
れ
ら
れ
、
宝
暦
五

年
（
一
七
五
五
）
の
再
整
理
で
は
四
番
長
持
に
入
れ
替
え
ら
れ
た
。
四
番

箱
の
上
書
墨
書
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　

（
貼
書
）「
四
番
」

一
、
御
代
不
知
御
内
書
弐
通
一
巻

一
、
年
号
不
知　

家
光
様
御
内
書

　

四
拾
八
通
二
巻

一
、
従　

家
光
様　

義
成
様
江
之
御
内
書

　

三
通
一
巻

一
、
年
号
不
知　

家
綱
様
御
内
書

　

二
十
三
通
一
巻

　
　

以
上
五
巻

豊
臣
秀
頼
黒
印
内
書
二
通
は
、
箱
書
第
一
条
の
「
御
代
不
知
御
内
書
貮

通
一
巻
」
と
題
さ
れ
た
巻
子
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
巻
子
の
内
題
も
同
様

で
あ
る
。
そ
の
表
題
か
ら
、
享
保
二
年
の
整
理
段
階
で
は
黒
印
の
主
が
豊

臣
秀
頼
で
あ
る
こ
と
や
作
成
年
代
は
不
明
だ
っ
た
よ
う
だ
が
、
そ
れ
で
も

秀
頼
の
黒
印
状
を
「
御
内
書
」
と
し
て
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

内
容
は
、
高
麗
鶴
と
高
麗
大
鷹
の
贈
答
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
多
く

の
文
書
の
な
か
か
ら
、
こ
の
二
通
の
み
が
選
別
さ
れ
た
理
由
は
、
朝
鮮
に

関
係
す
る
内
容
で
あ
っ
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
を
逆
に
み
れ

ば
、
三
季
の
よ
う
な
ル
ー
テ
ィ
ン
化
し
た
贈
答
儀
礼
に
際
し
て
発
給
さ
れ

た
秀
頼
黒
印
内
書
は
、
宗
家
に
よ
っ
て
廃
棄
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
い

え
よ
う
。
既
述
の
蜂
須
賀
家
に
お
け
る
「
草
案
」
作
成
の
目
的
と
通
底
す

る
文
書
管
理
が
な
さ
れ
た
結
果
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
豊
臣
秀
頼
発
給
黒

印
内
書
は
、
現
在
の
宗
家
文
書
に
伝
来
す
る
二
通
に
限
ら
な
か
っ
た
と
考

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
秀
頼
発
給
文
書
の
伝
存
数
が
少
な
い
の
は
、
文
書

そ
の
も
の
が
授
受
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
江
戸
期
の
文
書
管
理

に
お
い
て
受
給
者
側
が
文
書
を
選
別
・
廃
棄
し
た
結
果
と
考
え
る
の
が
適
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切
な
の
で
あ
る
。

各
文
書
の
形
態
に
つ
い
て
は
、
軸
装
の
段
階
で
包
紙
を
廃
棄
し
白
紙
の

部
分
を
切
り
落
と
し
て
い
る
た
め
、
現
状
は
切
紙
と
な
っ
て
い
る
が
、
も

と
は
折
紙
と
考
え
ら
れ
る
。

宛
所
の
「
対
馬
侍
従
」「
羽
柴
対
馬
守
」
は
、
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）

正
月
三
日
に
没
す
る
宗
義
智
で
あ
る
。
天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）
に
従

四
位
下
侍
従
に
叙
任
さ
れ
、
同
年
秀
吉
よ
り
豊
臣
姓
羽
柴
名
字
を
与
え
ら

れ
た
。
関
ヶ
原
合
戦
で
は
大
坂
方
に
つ
い
た
こ
と
で
苦
境
に
立
た
さ
れ
た

が
、
朝
鮮
と
の
国
交
回
復
を
期
待
さ
れ
、
徳
川
方
の
糾
弾
を
避
け
る
こ
と

が
で
き
た

）
21
（

。
つ
ま
り
、
関
ヶ
原
合
戦
後
の
宗
家
は
徳
川
将
軍
家
と
の
関
係

強
化
に
努
め
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
一
方
で
大
坂
城
の
豊
臣
秀
頼

に
高
麗
鷹
を
含
む
贈
答
儀
礼
を
続
け
て
い
た
こ
と
、
慶
長
期
に
な
っ
て
も

羽
柴
名
字
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

な
お
、
１
（
殿
Ⅱ
・
高
さ
ｅ
）
と
２
（
殿
Ⅰ
・
高
さ
ｃ
）
の
文
書
を
比

較
し
た
場
合
、
２
よ
り
１
の
方
に
よ
り
薄
礼
化
が
進
ん
で
い
る
が
、
年
次

比
定
を
な
す
決
定
的
な
根
拠
を
欠
く
。
他
の
伝
来
文
書
の
あ
り
方
か
ら
み

て
、
秀
頼
の
書
札
礼
は
厚
礼
か
ら
薄
礼
に
進
行
す
る
点
か
ら
す
れ
ば
、
２

か
ら
１
と
い
う
方
向
性
が
考
え
ら
れ
る
が
、
他
の
侍
従
宛
の
文
書
と
比
較

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
今
後
の
課
題
と
し
て
お
く
。

 

（
以
下
、
次
号
に
続
く
）

(

注)

（
1
）　

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
大
日
本
古
文
書　

家
わ
け
第
八　

毛
利
家
文
書
之
三
』。

以
下
、『
毛
利
家
文
書
』
三
と
略
称
。

（
2
）　

公
益
財
団
法
人
防
府
毛
利
報
公
会
・
毛
利
博
物
館
柴
原
直
樹
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

史
料
調
査
で
は
同
氏
に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
、
心
よ
り
お
礼

申
し
上
げ
ま
す
。

（
３
）　

三
鬼
清
一
郎
編
『
豊
臣
秀
吉
文
書
目
録
』、
名
古
屋
大
学
文
学
部
、
一
九
八
九
年
。

以
下
、『
三
鬼
目
録
』
と
す
る
。

（
４
）　

三
鬼
清
一
郎
「
豊
臣
秀
吉
文
書
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」（
『
名
古
屋
大
学
文
学
部

研
究
論
集
』
CI
・
史
学
34
、
一
九
八
八
年
）。
豊
臣
秀
吉
発
給
文
書
は
書
判
状
・
朱
印

状
が
あ
る
が
、
黒
印
状
は
確
認
で
き
な
い
。

（
５
）　

天
正
十
九
年
と
推
定
さ
れ
る
十
二
月
二
日
付
で
、
一
柳
監
物
丞
に
宛
て
て
船
作
事

に
関
す
る
指
示
を
出
し
て
い
る
（
伊
予
小
松
一
柳
文
書
、『
三
鬼
目
録
』
に
よ
る
）。

（
６
）　

土
田
忠
生
・
奥
田
武
・
長
南
実
編
訳
『
邦
訳
日
葡
辞
書
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
〇

年
）。

（
7
）　

他
に
自
筆
無
判
の
将
軍
直
状
も
「
御
内
書
」
と
称
さ
れ
た
（
福
田
千
鶴
「
「
御
内
書
」

の
史
料
学
的
研
究
の
試
み
」（
『
史
料
館
研
究
紀
要
』
三
一
、
国
文
学
研
究
資
料
館
史

料
館
、
二
〇
〇
〇
年
）。

（
8
）　

藤
井
讓
治
『
徳
川
将
軍
家
領
知
宛
行
制
の
研
究
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
9
）　

森
田
恭
二
「
豊
臣
秀
次
・
秀
頼
の
政
権
と
印
判
状
」（
有
光
友
學
編
『
戦
国
期　

印

章
・
印
判
状
の
研
究
』、
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
六
年
）、
同
『
悲
劇
の
ヒ
ー
ロ
ー
豊
臣

秀
頼
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
10
）　

高
木
昭
作
氏
は
、
秀
忠
が
将
軍
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ま
で
の
秀
忠
が
「
有

力
大
名
の
嫡
子
で
は
あ
っ
て
も
一
介
の
大
名
に
過
ぎ
ず
、
伊
達
政
宗
や
佐
竹
義
宣
と
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は
対
等
の
存
在
で
あ
っ
た
」
こ
と
が
、
秀
忠
の
書
札
礼
が
国
持
大
名
ク
ラ
ス
に
対
し

て
厚
礼
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
『
江
戸
幕
府
の
制
度
と

伝
達
文
書
』、
角
川
書
店
、
一
九
九
九
年
）。

（
11
）　

山
口
県
教
育
委
員
会
編
『
毛
利
家
歴
史
資
料
目
録―

古
文
書
・
典
籍
編―

』

一
九
八
三
年
。

（
12
）　

秀
就
は
寛
永
三
年
八
月
十
九
日
に
少
将
に
昇
進
す
る
が
、
輝
元
の
よ
う
に
「
清
華

家
に
準
じ
ら
れ
た
」
と
す
る
家
格
は
失
わ
れ
て
い
る
。

（
13
）　

『
萩
藩
閥
閲
録
遺
漏
』
巻
３
の
２
、一
六
一
頁
（
マ
ツ
ノ
書
店
、
一
九
七
一
年
）。

（
14
）　

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
大
日
本
古
文
書　

家
わ
け
第
九　

吉
川
家
文
書
之
二
』。

史
料
調
査
に
お
い
て
は
、
公
益
財
団
法
人
吉
川
報
效
会
・
吉
川
史
料
館
原
田
史
子
氏

に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
、
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
15
）　

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
大
日
本
古
文
書　

家
わ
け
第
九　

吉
川
家
文
書
別
集
・

附
録　

石
見
吉
川
家
文
書
』
七
〇
八
号
。
以
下
、『
吉
川
家
文
書
別
集
』
と
略
記
。

（
16
）　

『
吉
川
家
文
書
別
集
』
七
〇
九
号
。

（
17
）　

九
州
国
立
博
物
館
対
馬
宗
家
文
書
デ
ー
タ
ベ
ー
スh

ttp://w
w
w
.ky
u
h
aku
-db.

jp/sou
ke//

を
利
用
し
た
。
文
書
群
の
階
層
構
造
を
理
解
す
る
う
え
で
大
変
有
意
義
な

情
報
や
画
像
デ
ー
タ
な
ど
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
開
発
さ
れ
た

方
々
に
心
よ
り
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

（
18
）　

収
蔵
品
番
号
Ｐ
８
１
５
、
整
理
番
号
０
０
４
０
１
０
１
０
１
、
通
番
６
１
２
。

（
19
）　

収
蔵
品
番
号
Ｐ
８
１
６
、
整
理
番
号
０
０
４
０
１
０
２
０
１
、
通
番
６
１
３
。

（
20
）　

東
昇
「
対
馬
藩
の
御
内
書
・
老
中
奉
書
の
管
理
に
つ
い
て―

文
書
箱
と
「
年
寄
中

預
御
書
物
長
持
入
日
記
」―

」（
九
州
国
立
博
物
館
『
東
風
西
声
』
２
、二
〇
〇
六
年
）、

同
「
対
馬
藩
の
御
内
書
、
老
中
奉
書
の
選
別―

18
世
紀
後
期
に
お
け
る
文
書
管
理
の

転
換―

」（
『
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
研
究
』
７
、二
〇
〇
七
年
）、
同
「
対
馬
藩
の
文
書
管

理
の
変
遷―

御
内
書
、
老
中
奉
書
を
中
心
に―

」（
国
文
学
研
究
資
料
館
編
『
藩
政
ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
の
研
究
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
21
）　

中
野
等
「
柳
川
一
件
」（
福
田
千
鶴
編
著
『
新
選
御
家
騒
動
』
上
、
新
人
物
往
来
社
、

二
〇
〇
七
年
）。

（
付
記
）

　

本
研
究
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
２
５
３
７
０
８
１
３
の
助
成
を
受
け
た

も
の
で
す
。
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表
３　

毛
利
家
文
書

日　

付

判

目
的

進　

物

行
数

悦
び
文
言

奉　

者

書
止

宛　

名

殿

高
さ

横

縦

番
号

八
月
八
日

黒
印

音
信

両
種
樽
拾

5

遠
境
懇
情
之
段
別
而
欣
悦
候

片
桐
主
膳
正

謹
言

毛
利
宗
瑞

老

ｃ

六
四
三

四
四
八
一
〇
一
三

四
月
廿
九
日

黒
印

端
午

帷
子
貮
之
内
単
物

6

遠
路
令
祝
着
候

片
桐
市
正

恐
々
謹
言

毛
利
宗
瑞

老

ｄ

六
一
七

四
四
一

四
六

極
月
廿
八
日

黒
印

歳
暮

呉
服
三
重

5

遠
境
別
而
芳
情
之
至
令
祝
着
候

片
桐
市
正

謹
言

松
平
長
門
守

Ⅰ

ｄ

六
四
六

四
四
一

四
八

十
二
月
廿
九
日

黒
印

歳
暮

呉
服
二

5

遼
遠
御
懇
志
之
至
令
歓
悦
候

片
桐
市
正

恐
々
謹
言

宗
瑞

老

ｄ

六
四
七

四
四
一

四
七

十
二
月
廿
七
日

黒
印

歳
暮

呉
服
二

4

令
祝
着
候

片
桐
市
正

恐
々
謹
言

毛
利
宗
瑞

老

ｄ

六
一
六

四
五
〇
一
〇
一
二

正
月
七
日

黒
印

改
年

太
刀
一
腰
馬
代
烏
目
千
疋

6

欣
悦
之
至
候

片
桐
市
正

恐
々
謹
言

毛
利
宗
瑞

老

ｅ

六
五
一

四
四
九
一
〇
〇
九

五
月
朔
日

黒
印

端
午

帷
子
二
内
単
物

6

遠
境
別
而
御
懇
情
之
至
候
令
欣
悦
候
片
桐
市
正

謹
言

宗
瑞

老

ｅ

六
五
一

四
四
九
一
〇
一
〇

九
月
七
日

黒
印

重
陽

呉
服
五

5

別
而
令
祝
着
候

片
桐
市
正

謹
言

松
平
長
門
守

Ⅰ

ｅ

六
四
六

四
四
一

四
九

九
月
五
日

黒
印

重
陽

呉
服
壱
重

6

懇
志
之
段
令
祝
着
候

片
桐
主
膳
正

恐
々
謹
言

毛
利
宗
瑞

老

ｇ

六
四
〇

四
五
〇
一
〇
一
一

（
注
１
）　

配
列
は
高
さ
ａ
↓
ｅ
、
日
付
の
順
で
並
べ
た
。　

（
注
２
）
横
・
縦
の
寸
法
は
㎜
。

表
４　

吉
川
家
文
書

日　

付

判

目
的

進　

物

行
数

悦
び
文
言

奉　

者

書
止

宛　

名

殿

高
さ

横

縦

番
号

極
月
廿
七
日

黒
印

歳
暮

呉
服
二

5

遠
境
別
而
欣
悦
之
至
候

片
桐
市
正

謹
言

吉
川
蔵
人
侍
従

Ⅰ

ｄ

六
五
六

二
二
七

八
三
五

十
二
月
廿
三
日

黒
印

歳
暮

呉
服
二

5

令
祝
着
候

片
桐
市
正

謹
言

吉
川
侍
従

Ⅰ

ｅ

六
〇
二

二
一
五

八
三
三

五
月
朔
日

黒
印

端
午

帷
子
五
内
単
物

5

遠
路
令
祝
着
候

片
桐
市
正

謹
言

吉
川
侍
従

Ⅰ

ｅ

六
〇
六

二
二
五

八
三
六

五
月
二
日

黒
印

端
午

帷
子
三
内
単
物

6

遠
路
令
祝
着
候

片
桐
市
正

謹
言

吉
川
侍
従

Ⅰ

ｅ

五
八
九

二
三
〇

八
三
七

十
二
月
廿
五
日

黒
印

歳
暮

呉
服
二

5

遠
路
令
祝
着
候

片
桐
市
正

謹
言

羽
柴
吉
川
侍
従

Ⅰ

ｆ

六
一
二

二
二
九

八
三
四

極
月
廿
一
日

黒
印

歳
暮

呉
服
壱

5

祝
着
候

片
桐
市
正

謹
言

吉
川
侍
従

Ⅰ

ｆ

六
三
六

二
三
五

八
三
二

五
月
二
日

黒
印

端
午

帷
子
五
内
単
物
二

5

遠
路
令
祝
着
候

片
桐
市
正

謹
言

吉
川
侍
従

Ⅰ

ｆ

六
五
三

二
一
七

八
三
八

五
月
四
日

黒
印

端
午

帷
子
五
内
単
物

5

遠
路
懇
志
之
段
令
祝
着
候

片
桐
市
正

謹
言

吉
川
侍
従

Ⅰ

ｇ

六
四
七

二
三
五

八
三
九

（
注
１
）
配
列
は
高
さ
ａ
↓
ｇ　

日
付
の
順
で
並
べ
た
。　

（
注
２
）
横
・
縦
の
寸
法
は
㎜
。

表
５　

対
馬
宗
家
文
書

日　

付

判

目
的

進　

物

行
数

悦
び
文
言

奉　

者

書
止

宛　

名

殿

高
さ

横

縦

番
号

正
月
廿
九
日

黒
印

音
信

高
麗
靏
三

5

遠
方
懇
切
之
段
欣
悦
之
至
候

片
桐
市
正

謹
言

羽
柴
対
馬
守

Ⅱ

ｅ

五
二
六

二
二
二
Ｐ
８
１
５

極
月
十
日

黒
印

音
信

高
麗
大
鷹
二
居

5

遠
路
令
祝
着
候
別
而
自
愛
此
事
候

片
桐
市
正

謹
言

対
馬
侍
従

Ⅰ

ｃ

五
八
八

二
二
二
Ｐ
８
１
６

（
注
１
）
配
列
は
番
号
順
。（
注
２
）
横
・
縦
の
寸
法
は
㎜
。
九
州
国
立
博
物
館
対
馬
宗
家
Ｄ
Ｂ
の
採
寸
に
依
拠
し
た
。
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表
Ａ　

吉
川
家
文
書
に
お
け
る
添
状
発
給

日　

付

発
給
者

宛　

名

目　

的

秀
頼
宛

千　

宛

茶
々
宛

番　

号

―
―

―

年
頭

馬
代
銀
子
三
枚

公
用
千
疋

公
用
千
疋

八
四
〇

正
月
四
日

大
く
ら
卿

き
つ
川
く
ら
人
殿

春
祝
儀

―

樽
代
千
疋

樽
代
千
疋

八
四
一

正
月
八
日

大
く
ら
卿

き
つ
川
く
ら
人
殿

春
祝
儀

馬
代
銀
子
三
枚

樽
代
千
疋

樽
代
千
疋

八
四
二

十
一
月
十
一
日

大
く
ら
卿

き
つ
川
く
ら
う
つ
殿

見
舞

―
―

蜜
柑
二
個
、
鮨
三
桶

八
四
三

十
二
月
廿
一
日

大
く
ら
卿

き
つ
川
し
ゝ
う
殿

暮
祝
儀

呉
服
一
重

樽
代
千
疋

樽
代
千
疋

八
四
四

十
二
月
廿
三
日

大
く
ら
卿

き
つ
川
く
ら
人
殿

暮
祝
儀

呉
服
一
重

樽
代
十
貫

樽
代
十
貫

八
四
五

十
二
月
廿
五
日

大
く
ら
卿

き
つ
川
く
ら
人
殿

暮
祝
儀

呉
服
一
重

樽
代
千
疋

樽
代
千
疋

八
四
六

正
月
四
日

片
桐
主
税
正
貞
隆

吉
川
侍
従
様

新
年

太
刀
一
腰
馬
一
疋

―
―

八
五
五

正
月
八
日

片
市
正
且
元

吉
川
蔵
人
様

改
年

太
刀
一
腰
馬
代
銀
子
三
枚

鳥
目
千
疋

鳥
目
千
疋

八
五
六

十
二
月
廿
一
日

片
桐
市
正
且
元

羽
柴
吉
川
侍
従
様

歳
暮

呉
服
一
重

鳥
目
千
疋

鳥
目
千
疋

八
五
七

十
二
月
廿
三
日

片
市
正
且
元

吉
川
蔵
人
様

歳
暮

呉
服
一
重

鳥
目
千
疋

鳥
目
千
疋

八
五
八

十
二
月
十
五
日

a
b
c
d
e
f
g

図
１　

宛
所
の
高
さ
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図
２　

殿
の
種
類

図
３　

殿
（
ひ
と
つ
が
け
）


